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経営健全化審査意見の提出について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定に基づき、算定された

平成２５年度資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果

について、別紙のとおり意見を提出します。 
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平成２５年度 経営健全化審査意見書 

 

１ 審査の対象 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項

の規定に基づき、算定された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間 

   平成２６年７月２５日から平成２６年８月１２日まで 

 

３ 審査の方法 

  この経営健全化審査は、市長から審査に付された平成２５年度決算に基づく資金不足比率

が関係法令に準拠し適正に算定されているかに主眼をおいて実施した。 

審査においては、総務省が作成した記載要領等に基づき、資金不足比率を算定するための

算定様式の記載事項について、決算書、財政状況調査表（決算統計）、関係部局が作成した

算定根拠資料、関係書類等との照合、確認を行った。 

さらに、算定手順等の妥当性を確認するために、関係職員からの説明及び聴取を実施した。 

 

４ 審査の結果 

（１）総括 

   審査に付された平成２５年度決算に基づく資金不足比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類の作成は、いずれも適正であると認められた。 

（単位：％） 

会  計  名 
平 成 
24年度 

平 成 
25年度 

 
 

経営健全化
基  準 

水道事業 ― ―  

 

20.0 市立四日市病院事業 ― ― 

下水道事業 ― ― 

食肉センター食肉市場特別会計 ― ― 

農業集落排水事業特別会計 ― ― 

（注）１ 資金不足比率については、資金不足額がない場合は「－」で表示される。 

   ２ 経営健全化基準の数値は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で定められて

いる。 
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（２）各会計の比率について 

 

① 資金不足比率について 

資金不足額は、各会計とも前年度に引き続き発生していない。 

 

（３）意 見 

 

① 平成 25 年度の資金不足比率は、公営企業会計の３会計とも資金剰余の状況であり、

経営健全化基準内にある。３会計とも決算において黒字を計上したが、病院事業会計

では 13億円を超える累積欠損金を抱えるとともに、３会計ともに将来の負担となる多

額の企業債残高を有している。 

今後も引き続き、収益の確保と経費の削減に努め、公営企業として経営改善に向け

た取組みを行うこと。 

 



一般会計等
　一般会計
　土地区画整理事業特別会計　
　住宅新築資金等貸付事業特別会計
　公共用地取得事業特別会計
公営事業会計
　競輪事業特別会計
　国民健康保険特別会計
　介護保険特別会計
　後期高齢者医療特別会計
[公営企業会計]
　水道事業会計（法適用）
　市立四日市病院事業会計（法適用）
　下水道事業会計（法適用）
　食肉センター食肉市場特別会計（法非適用）

　農業集落排水事業特別会計（法非適用）
一部事務組合・広域連合
　四日市港管理組合(一般会計）
　　　　　　（港湾整備事業特別会計）
　朝明広域衛生組合
　三重県市町総合事務組合（一般会計）
　　　 　　（退職手当特別会計）
　　　 　　（デジタル地図特別会計）
　　　 　　（共同研修特別会計）
 　　　　　（物品特別会計）
　　　  　　(消防救急無線特別会計）
　　　  　　(公平委員会特別会計）
　三重地方税管理回収機構
　三重県後期高齢者医療広域連合(一般会計）
　　　　　　（後期高齢者医療特別会計）
　北勢公設市場卸売組合(想定会計）   
地方公社・第三セクター
　四日市市土地開発公社
　（公財）四日市市文化まちづくり財団
　（公財) 三重北勢地域地場産業振興センター
　（株）ディア四日市
　（株）四日市市生活環境公社
　（株）三重県四日市畜産公社
　四日市あすなろう鉄道（株）

◆資金不足比率
         【定義】      公営企業ごとの事業の規模に対する資金の不足額の比率

         【算定式】

は、資金不足比率の対象となる会計の範囲を示している。

資金の不足額
事業規模

健全化判断比率等の算定式

                                  資金不足比率   =

対象：経営健全化審査

経営健全化判断比率等の対象となる会計
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